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㎞ 
「子どもの心の 診療に携わる 専門の医師の 養成に関する 検討会」開催要綱 

厚生労働省雇用均等・ 児童家庭 局 

1. 目的 

「子どもの心の 安らかな発達の 促進と育児不安の 軽減」は、 「健やか親子 2 1 」 

の主要 4 課題の 一 っとして推進されており、 「子ども・子育て 応援プラン」 ( 平 
成 1 6 年Ⅰ 2 月 2 4 日少子化社会対策会議決定 ) においては、 今後 5 年間の目 
標 として、 「子どものこころの 健康に関する 研修を受けている 小児科医、 精神科 
医 ( 子どもの診療に 関わる医師 ) の割合 1 0 0% 」を掲げている。 

児童虐待が急増する 中、 心身の発達障害や 心の問題を抱える 子どもの保護者 
の育児不安を 解消することが 児童虐待の防止にもっながることが 認識され、 子 
どもの心の問題に 関する診療を 行うことのできる 専門家の確保が 急務となって 
いる。 

さらに、 平成 1 6 年 1 2 月に成立した「発達障害者支援法」に 基づき、 発達 
障害児の健全育成を 促進するための 総合的な地域支援を 推進することが 求めら 
れており、 発達障害の診断・ 治療やケアを 適切に行 う ことのできる 小児科医及 
び児童精神科医の 需要が増大している。 

しかしながら、 我が国では、 心身症や精神疾患が、 虐待による心の 問題や発 
達 障害などの子どもの 心の問題に対応できる 小児科医及び 児童精神科医が 極め 
て少ない状況にあ る。 

このため、 雇用均等・児童家庭局長が「子どもの 心の診療に携わる 専門の医 
師の養成に関する 検討会」 を開催し、 子どもの心の 診療に携わることのできる 
小児科や精神科などの 専門の医師の 養成方法について、 有識者や関係学会の 代 
表 による検討を 行 う 。 

2. 構成 

(1) 検討会の構成員は 別紙のとおりとする。 
(2) 検討会に座長を 置く。 

3. 検討項目 
(1) 子どもの心の 診療に関する 現状と課題 
(2) 今後の子どもの 心の診療に携わる 専門の医師の 養成方法について 

4. 運営 
(1) 検討会は公開とする。 
(2) 検討会の庶務は、 雇用均等・児童家庭 局 ( 母子保健課 ) で行 う 。 

5. その他 
この要綱に定めるもののほか、 検討会の運営に 関し必要な事項は、 座長が 

雇用均等・児童家庭局長と 協議の上定める。 
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